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少
年
・
刑
事
財
政
基
金
に
関
す
る
規
程

（
平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
会
規
第
八
十
六
号
）

改
正

令
和

五
年

三
月

三
日

（
基
金
の
設
置
）

第
一
条

本
会
は
、
少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業
及
び
刑
事
被
疑

者
弁
護
援
助
事
業
の
維
持
・
発
展
の
た
め
並
び
に
弁
護
士
会
が
実

施
し
て
い
る
当
番
弁
護
士
制
度
、
当
番
付
添
人
制
度
及
び
罪
に
問

わ
れ
た
障
が
い
者
等
の
刑
事
弁
護
又
は
少
年
保
護
事
件
付
添
の
活

動
を
支
援
す
る
制
度
の
維
持
・
発
展
の
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補

助
す
る
た
め
、
少
年
・
刑
事
財
政
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
。

（
特
別
会
計
の
設
置
）

第
二
条

基
金
に
関
す
る
会
計
は
特
別
会
計
と
し
、
そ
の
年
度
は
本

会
計
に
準
ず
る
。

（
収
入
）

第
三
条

基
金
の
収
入
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

会
員
か
ら
の
基
金
の
た
め
の
特
別
会
費

二

会
員
及
び
会
員
外
か
ら
の
寄
付
金

三

基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
利
息
等
の
収
入

四

法
律
援
助
基
金
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
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五

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

六

少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業
及
び
刑
事
被
疑
者
弁
護
援
助

事
業
に
係
る
清
算
金
そ
の
他
基
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
金
員
の
清

算
金

（
基
金
の
管
理
）

第
四
条

基
金
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
長
が
管
理
す
る
。

（
管
理
方
法
）

第
五
条

基
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
託
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有

利
な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
出
）

第
六
条

基
金
の
支
出
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業
及
び
刑
事
被
疑
者
弁
護
援
助

事
業
の
た
め
の
事
業
費
及
び
事
務
費

二

少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業
及
び
刑
事
被
疑
者
弁
護
援
助

事
業
を
委
託
す
る
場
合
の
委
託
事
業
費
及
び
委
託
事
務
費

三

弁
護
士
会
に
対
す
る
少
年
保
護
事
件
付
添
援
助
事
業
及
び
刑

事
被
疑
者
弁
護
援
助
事
業
に
関
す
る
加
算
事
業
の
た
め
の
事
業

費
で
あ
っ
て
本
会
が
特
に
認
め
た
費
用
の
補
助
金

四

弁
護
士
会
に
対
す
る
次
の
費
用
の
補
助
金

イ

当
番
弁
護
士
の
初
回
接
見
及
び
当
番
付
添
人
の
初
回
面
会

に
伴
う
費
用
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ロ

当
番
弁
護
士
の
初
回
接
見
及
び
当
番
付
添
人
の
初
回
面
会

に
伴
う
通
訳
費
用

ハ

当
番
弁
護
士
の
初
回
接
見
及
び
当
番
付
添
人
の
初
回
面
会

に
関
し
、
特
別
に
支
出
を
要
し
た
費
用

ニ

罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
の
刑
事
弁
護
又
は
少
年
保
護

事
件
付
添
に
付
随
す
る
福
祉
的
な
支
援
活
動
に
伴
う
費
用

２

前
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
当
番
弁
護
士
及
び
当

番
付
添
人
と
は
、
弁
護
士
会
の
指
定
に
基
づ
き
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
よ
る
弁
護
人
又
は
少
年
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
に
よ
る
付
添
人
に
な
ろ

う
と
す
る
者
と
し
て
、
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
又
は
被
告
人

に
接
見
し
、
又
は
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
少
年
（
児
童
福
祉
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り

一
時
保
護
さ
れ
た
少
年
を
含
む
。
）
に
面
会
し
た
弁
護
士
を
い
う
。

３

前
項
に
規
定
す
る
接
見
及
び
面
会
に
は
、
接
見
又
は
面
会
の
た

め
に
、
被
疑
者
、
被
告
人
又
は
少
年
（
以
下
「
被
疑
者
等
」
と
い

う
。
）
の
身
体
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
場
所
に
赴
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
被
疑
者
等
か
ら
の
接
見
又
は
面
会
の
拒
絶
、
被
疑
者
等
の

不
在
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
接
見
又
は
面
会
で
き
な
か
っ
た
場

合
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
罪
に
問
わ
れ
た
障
が
い
者
等
と
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は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

障
が
い
が
あ
る
者
又
は
障
が
い
が
あ
る
可
能
性
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
福
祉
的
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
被
疑

者
、
被
告
人
又
は
少
年
保
護
事
件
の
対
象
と
な
っ
た
少
年

二

六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
っ
て
、
福
祉
的
支
援
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
被
疑
者
又
は
被
告
人

５

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
補
助
金
の
支
出
は
、
弁
護
士
会

の
申
請
に
基
づ
い
て
行
う
。

６

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
委
託
事
業
費
及
び
委
託
事
務
費
並

び
に
第
三
号
及
び
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
補
助
金
の
支
出
に
つ
い

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
七
条

基
金
の
支
出
の
手
続
及
び
補
助
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
別

に
定
め
る
規
則
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

当
番
弁
護
士
等
緊
急
財
政
基
金
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
三
十

六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
に
お
け
る
廃
止
前
の
当
番
弁
護
士
等
緊

急
財
政
基
金
に
関
す
る
規
程
第
二
条
の
資
産
及
び
負
債
は
、
そ
の

時
に
お
い
て
第
二
条
の
特
別
会
計
に
引
き
継
が
れ
る
も
の
と
す
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る
。

附

則
（
令
和
五
年
三
月
三
日
改
正
）

第
一
条
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
四
号
ニ
（
新
設
）
、
第
二
項
及

び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。


